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 第１章 行政評価とは 

１．行政評価の内容 

行政評価とは、「政策・施策・事務事業からなる政策体系を対象に、その成果

や実績などを、有効性、効率性などの観点から評価するもの」と一般的に定義さ

れています。 

 

(1) ＰＤＣＡサイクル 

行政評価を実施する目的は、予算・計画を重視し、実施後の検証が欠けがち

であった行政のサイクルに、結果評価のステップを導入することで、計画その

ものの有効性を検証し、効果的かつ効率的な事業実施の促進を図ることです。 

計画(ＰＬＡＮ)→実施(ＤＯ)のサイクルに、評価(ＣＨＥＣＫ)を導入し、そ

の結果を見直し(ＡＣＴＩＯＮ)へとつなげていくことで、ＰＤＣＡの経営マネ

ジメント・サイクルを確立することが必要です。 

評価の手法としては、視点を複層的にすることで、評価の総合性を確保する

ことが重要であり、評価対象に着目した「定性評価と定量評価」、評価者に着

目した「内部評価と外部評価」などが一般的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１ ＰＤＣＡサイクル 

 

②事業執行 

ＰＤＣＡ 

サイクル 

①目的・目標の設定 

②事業執行 

③業績測定・ 

達成度の評価 

④見直し方針の決定・ 

継続的な改善 
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 (2) 行政評価の３つの階層 

行政評価は、評価の階層として、政策評価、施策評価、事務事業評価に分類

されます。 

これらの階層は、政策→施策、施策→事務事業それぞれに目的→手段という

関係にあり、上位の目的を実現するための手段として位置づけられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  階層それぞれの評価は、以下のとおりです。 

 

① 政策評価 

政策評価は、まちづくり全体の将来目標などを示したビジョン・方針につい

て評価するものです。このような評価は基本的には選挙などを通じて行なって

いくことが望まれます。 

 

② 施策評価 

施策評価は、事務事業の集まりである施策について、その達成状況を把握し、

政策を実現するための手段としての有効性等を評価するものです。施策をある

方向性で実施したことで、市民生活にどのような影響があったのか（＝成果）

を判定しながら、一方で事務事業という手段の最適化を図る仕組みです。 

なお、施策の成果があがれば、どのような内容・取組・方法でも良いという

わけではなく、事務事業評価と連携し、事務事業それぞれの効率化も必要とな

ります。 

政策

施策

事務事業

 

 

 

 

• 事務事業評価 

 

 

 

 

 

 

 

図表２ 行政評価の三つの階層 

 

事務事業評価

施策評価

政策評価

 

目的 

目的 

手段 

手段 

 

図表２ 行政評価の３つの階層 
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③ 事務事業評価 

事務事業評価は、個々の事務事業の有効性、効率性、経済性に関する判定を

します。この階層の評価は、精緻な分析を行うことで事業プロセスの改善に役

立ちます。 

しかし、評価の性格上、個別の精緻な分析をするために、横断的な視野・目

的に関する事務事業の位置づけの把握、優先度の把握が難しい等のデメリット

もあります。 

 

 

２．施策評価の必要性 

(1) 考え方～施策単位での評価による資源配分の最適化 

施策単位の評価では、施策それぞれの達成状況、社会状況の変化及び市民意

識調査の満足度・重要度からの総合的な判定が必要です。判定結果を受け、施

策の合理的な展開へ向けた円滑な資源配分（予算・人員）が図られます。同時

に、施策目標の達成へ向けた個別の事務事業の貢献度を判定することで、事務

事業実施の際の優先づけが図られます。 

 

 

  

必 要 性 
・地方財政を巡る状況の深刻化 

・地方自治に対する市民の意識の高まり 

視 点 
・個別の事務事業評価重視から 

政策実現の柱としての施策評価の重視へ 

考 え 方 
・施策ごとの達成度の総合的な判定 

（事業・社会経済情勢の変化・市民意識調査） 

メリット 
・施策の合理的な展開へ向けた円滑な資源配分（予算・人員） 

・施策目標の達成へ向けた事務事業の優先づけ 

 

図表３ 施策評価の考え方 
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(2) 施策評価を有効に機能させるためには 

① 適切な指標設定が必要 

施策の進捗を確認するために、適切な指標を事前に設定することが求めら

れています。 

設定した指標を基に、合理的な資源配分へ向けた施策間の比較を行います。 

以下に代表的な指標を示します。 

 

◆定性的指標 

総合計画の施策の目標、実現に向けたキーワードに対しての達成状況 

◆定量的指標 

事業達成度、市民意識調査に基づく満足度・重要度 

 

 

② 施策目標と事務事業との関係の明確化が必要 

施策目標の達成へ向けて、事務事業それぞれがどのように機能してきたか

を検討することが必要です。検討の結果、どのような事務事業がその施策に

必要なのか、また、どのようにしたら既存の事務事業を施策目標の達成へ向

けて貢献させていけるのかを更に検討します。 
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第２章 施策評価の実施方法 

１．施策評価の概要 

(1) 対象施策及び事業 

評価対象は第２次総合計画（後期基本計画）に掲げた 34 施策及び実施計画

で進行管理している 184 の主要事務事業（令和４年度現在）です。 

 

(2) 成果指標と目標値 

施策評価では、第２次総合計画（後期基本計画）に掲げた成果指標を用いる

ことを基本としますが、他に的確な指標がある場合等は変更します。また指標

が数値化されていない施策がある場合は、定性的な記述と併せて達成度を総合

的に評価するといった工夫を行います。 

 

(3) 評価の流れ 

以下のとおり、実施しました。 

 

           

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表４ 評価の流れ 

 

①ＰＬＡＮ ②ＤＯ 

③ＣＨＥＣＫ 

施策評価 

 ①
施
策
達
成
度
の
分
析 

②
一
次
評
価 

③
部
長
調
整
会
議 

④
行
革
本
部
評
価 

⑤
結
果
公
表 

④ＡＣＴＩＯＮ 

施策評価結果を令和５年度 

以降の予算に反映 

令和３年度 市民意識調査 

成果指標、施策成果の目標達成状況、施策の重要性の変化 

後期基本計画成果指標 

（令和５年度の目標値を設定） 

実施計画（令和４～６年度） 

令和３年度計画事業の実施結果 

令和４年度計画事業の予算 
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① 施策達成度の分析 

施策の達成度については、第２次総合計画（後期基本計画）に掲げた成果指

標の実績値を調べるとともに、市民意識調査を実施して、市民の満足度と重要

度を把握します。 

成果指標は第２次総合計画（後期基本計画）に掲げた項目を基本としますが、

数値化が難しいものや、他に適切な指標がある場合は、適宜修正を加えていく

こととします。 

 ② 一次評価 

施策を主に担当する主管課長と副次的に担当する関係課長が協議して、一次

評価を行います。施策ごとに「施策の成果と課題」や「今後の方針」を整理し、

総合評価を行うとともに、各施策内の主要事務事業の施策への貢献度判定を行

います。 

  ③ 部長調整会議 

一次評価を行った評価シートの点検等を行い、当該施策の方向性や施策内の

事務事業に関する予算の方向性を確認します。高度な視点から、現実的な対応

を協議します。 

令和４年度は、以下のポイントを踏まえ、協議しました。 

 

 ◆ ポイント１ 第３次総合計画の策定  

 ・社会経済情勢等の変化を捉えた評価（DX、少子高齢化等） 

 ・子どもがど真ん中のまちづくり、ゼロカーボンシティ、「健康」応援都市の

実現との関係性 

  

 ◆ ポイント２ 厳しい財政状況      

 ・施策にメリハリをつけることで、コストを効率化・重点化 

 ・行財政改革の更なる推進 

 

 ◆ ポイント３ 国・都の動向       

＜国の動向＞ 

 ・新型コロナウイルス感染症への対応 

 ・「デジタル田園都市国家構想」による地方活性化 

 ・2050 年カーボンニュートラルの実現 

 ・全ての人が生きがいを感じられる社会の実現 

・防災・減災、国土強靭化の推進など 

＜都の動向＞ 

 ・「サステナブル・リカバリー」の取組を推進 

・チルドレンファーストの社会の実現など 
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④ 行革本部評価 

部長調整会議の内容を踏まえ、最終的な評価を行います。 

 

(4) 評価の時期 

   施策評価は、第２次総合計画（後期基本計画）の進行管理という役割も担っ

ています。 

   また、評価結果を予算編成に活用できるよう、予算編成作業が始まるまでに

最終評価を行うこととしています。 

 

(5) 評価結果の公表 

評価結果は、市の情報公開コーナーやホームページ等で公表します。評価結

果の公表に当たっては、市民への説明責任が果たせるよう、分かりやすい表現

に努めます。 
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２．評価の仕組み 

(1) 判定の方法 

評価は「①施策内の事務事業貢献度の判定」「②施策の成果と課題」「③今後

の方針」を総合的に判断し、「④総合評価」を行います。全体の流れを以下に

示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表５ 判定の方法 

＜市民＞ ＜行政＞ ＜市民＞ ＜行政＞ 

市民意識調査 

（満足度）※１ 

施策成果の 

目標達成状況※２ 

市民意識調査 

（重要度）※１ 

施策の 

重要性の変化※３ 

④総合評価（施策実施方針の９モデル） 

施策実施コストの方向性 

 

施策実施にかかるコスト 

(＝予算・人員)の判断 

【重点化】・【現状維持】・【効率化】 

施策内容の方向性 

 

②施策の成果と課題 ③今後の方針 

※１ 「市民意識調査（満足度・重要度）」は、無作為に抽出した 5,000 人に対す

る市民意識調査の結果を基に客観的に判定されます。 

※２ 「施策成果の目標達成状況」は、第２次総合計画（後期基本計画）の各施策 

に掲げた目標値と評価実施年度における直近の実績値から主管課長が判定し 

ます。 

※３ 「施策の重要性の変化」は、主管課長が「施策成果の目標達成状況」や社会

経済情勢の変化を勘案して判定します。 

施策内容の拡大縮小に関する 

方向性の判断 

【拡充】・【現状維持】・【絞込み】 

①施策内の事務事業貢献度の判定（３段階） 
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(2) 総合評価の考え方 

総合評価は、主要事務事業の施策への「貢献度」を判定しつつ、「施策実

施コストの方向性」と「施策内容の方向性」をそれぞれ評価した上で、その

結果から「施策実施方針」を導き出す仕組みとします。 

 

＜施策内の主要事務事業貢献度の判定＞ 

主要事務事業貢献度については、施策内の各主要事務事業が施策目標の達

成に向けて果たす役割の大きさを下記基準のとおり３段階で判定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表６  施策内の主要事務事業貢献度の判定基準 

 

＜施策実施コストの方向性＞ 

各施策分野における今後の施策実施コストの方向性については、市民意識

調査における満足度をベースに、施策成果の目標の達成状況を加味して判断

しています。 

 

＜施策内容の方向性＞ 

各施策分野における今後の施策内容の方向性については、市民意識調査に

おける重要度をベースに、施策の重要性の変化（国や都の制度変更や計画策

定時の予測を上回る社会状況の変化に伴うもの）を加味して判断しています。 

  

判定 
基準 

事 後 評 価 

Ａ 
施策目標達成のため当該事務事業

が他の事務事業と比較して、貢献す
る度合いが極めて高い事業である。 

Ｂ 
施策目標達成のため当該事務事業

が相応に貢献する事業である。 

Ｃ 
施策目標達成のための事務事業と

しては見直しが必要な事業である。 
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図表７ 施策実施コスト・施策内容の方向性の類型化モデル 

 

施策評価における「現状維持」は、「現在の計画水準を維持すること」を

意味します。前年度のコストや施策内容をそのまま維持するという意味では

ありません。 

これは、評価の対象である「施策」が、建設工事やシステム構築など一時

的な事業も含めた複数の事務事業から成り立っていることから、前年度予算

との対比で評価することが難しいからです。 

 

＜施策実施方針の９モデル＞ 

    それぞれ３つの類型で評価される「施策実施コストの方向性」と「施策内

容の方向性」とを掛け合わせて、次の９モデルに分類します。 

図表８ 施策実施方針の９モデル 

 

 施策実施コストの方向性 

重点化 
（満足度低/達成率低） 

現状維持 
 

効率化 
（満足度高/達成率高） 

施
策
内
容
の
方
向
性 

拡充 
（重要度高

/重要性増） 

【Ⅰ】成果の向上を
図るため、コスト
の重点化を行う施
策領域 

【Ⅱ】成果の向上を
図りつつ、コスト
は現状維持する施
策領域 

【Ⅲ】成果の向上を
図りつつ、コスト
を抑制する施策領
域 

現状 
維持 

【Ⅳ】成果を維持す
るため、コストの
重点化を行う施策
領域 

【Ⅴ】成果を維持し
つつ、コストも現
状維持する施策領
域 

【Ⅵ】成果を維持し
ながら、コストを
抑制する施策領域 

絞込み
（重要度低

/重要性減） 

【Ⅶ】内容の見直し
を図りつつ、コス
トの重点化を行う
施策領域 

【Ⅷ】内容の見直し
を図りつつ、コス
トは現状維持すべ
き施策領域 

【Ⅸ】内容の見直し
を図り、コストを
抑制すべき施策領
域 

【施策実施コストの方向性】 【施策内容の方向性】 

市民満足度 

平均対比高 

 

目標達成度低 

絞込 

市民満足度 

平均対比低 

市民重要度 

平均対比高 

目標達成度高 

市民重要度 

平均対比低 

重要性増大 

重要性減少 

効率化 
拡充 

重点化 
絞込 
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(3) 満足度・重要度の考え方 

① 加重平均による指数化の実施 

   市民意識調査における満足度・重要度については、５段階で数値化してい

ます。 

それぞれに価値（＝加重）を与え、平均をとることで、質問項目の回答結

果全体の偏りを補正します。 

 

図表９ 加重平均に用いる数値 

 

② 加重平均のメリット〜回答全体の数値化 

単純に、満足（満足・やや満足）・不満（やや不満・不満）の比率を取り

上げるだけでは、回答全体のバランスを示すことができません。しかし、そ

れぞれの回答に価値（＝加重）を与えることで、満足・不満の軽重の度合い

を反映し、回答全体の偏りを補正することができ、回答結果の適切な比較が

可能となります。 

 

【事例】 

 満足 

重要 

やや満足 

やや重要 

やや不満 

あまり重要でない 

不満 

重要でない 

わから 

ない 
無回答 計 

設問１ 10 人 50 人 20 人 10 人 10 人 20 人 120 人 

設問２ 20 人 40 人 20 人 10 人 10 人 20 人 120 人 

設問３ 10 人 50 人 20 人 20 人 10 人 10 人 120 人 

 

 ある３つの設問について、回答の内訳が上表のようになった場合、各設問の満足度及

び加重平均値は次のようになります。単純に満足度を回答者数で割った数値が一緒であ

っても、加重平均値は、それぞれに違う数値であることがわかります。 

 

  単純平均（％） 加重平均値（ポイント） 

設問１ (10＋50)÷120 50.0 
(10×2＋50－20－10×2) 

÷(120－20) 
0.30 

設問２ (20＋40)÷120 50.0 
(20×2＋40－20－10×2) 

÷(120－20) 
0.40 

設問３ (10＋50)÷120 50.0 
(10×2＋50－20－20×2) 

÷(120－10) 
0.09 

 

回答内容 
満足 

重要 

やや満足 

やや重要 

やや不満 

あまり重要でない 

不満 

重要でない 
わからない 無回答 

加重 

（ポイント） 
＋２ ＋１ －１ －２ ０ 母数から除外 
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③ ３段階評価の判定基準 

 本評価では、満足度・重要度ポイントの全体平均（令和３年度は満足度 0.02

／重要度 1.10）の±0.10 の範囲内にあるものは「中（ほぼ平均）」と評価し、

平均対比 0.10 ポイント以上高い／低いものを「高（平均を上回っている）

／低（平均を下回っている）」と３段階評価しています。 

 

項 目 年 度 
低 

(平均を下回っている) 

中 

(ほぼ平均) 

高 

(平均を上回っている) 

満足度 

平成 27 年度 -0.15 以下 -0.15～(-0.05)～ 0.05 0.05 以上 

平成 29 年度 -0.09 以下 -0.09～( 0.01)～ 0.11 0.11 以上 

令和３年度 -0.08 以下 -0.08～( 0.02)～ 0.12 0.12 以上 

重要度 

平成 27 年度  0.95 以下  0.95～( 1.05)～ 1.15 1.15 以上 

平成 29 年度  1.02 以下  1.02～( 1.12)～ 1.22 1.22 以上 

令和３年度  1.00 以下  1.00～( 1.10)～ 1.20 1.20 以上 

 
図表 10 満足度・重要度の３段階評価の判定基準 
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３．評価の活用 

(1) 施策評価結果を踏まえた予算の適正配分 

施策評価制度は、ＰＤＣＡサイクルの一部であり、評価結果を予算編成や次

の総合計画の見直しに反映させていくことが必要です。 

施策評価結果に基づき、特に拡充、重点化を図るべき施策分野を特定すると

ともに、「施策実施コストの方向性」で「効率化」と評価した施策については、

予算を原則縮減とするなど、予算編成における資源の適正配分に活用します。 

 

(2) 総合計画との連携 

施策評価は総合計画の施策の達成度を把握するという進行管理の役割を担

っています。評価結果は前述のとおり予算の適正配分に反映させるとともに、

次の総合計画の見直しや策定に、効果的に活用していく必要があります。 

 

 (3) 事務事業評価との連携 

施策評価において「施策実施コストの方向性」を「効率化」と評価した施策

に属する事業については、予算の縮減に際して事業の見直しを伴うことになり

ます。これらの事業のうち、総合評価に基づき特に見直しが必要であると認め

られる事業については、事務事業評価を活用して事業担当課以外の客観的な評

価を行うなど、効果的な見直しを行うとともに、着実な進行管理を行います。 
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第３章 市民意識調査結果の分析 

１．施策ごとの満足度・重要度の分布状況 

令和３年度と平成 29 年度に実施した市民意識調査の満足度・重要度を９段階

に分類したものです。各調査時点における施策の満足度・重要度の分布が分かり

ます（下線は、令和３年度に段階が変化した施策）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 11 令和３年度市民意識調査の満足度・重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 12 平成 29 年度市民意識調査の満足度・重要度  

低 中 高

高
安1-2 体系的な道路網の整備
安1-3 人と環境にやさしい交通環境
の整備

み3-2 健全な自治体の経営
創1-1 子どもの参画の推進
創1-2 子育て支援の拡充
創1-3 学校教育の充実
笑1-2 高齢者福祉の充実
笑2-1 健康づくりの推進
環2-3 生活環境の維持(満↓)
安2-1 災害や地域の危機に強いまちづくり
　　　の推進(満↑)
安2-2 防犯・交通安全の推進

み3-1 開かれた市政の推進（重↑）
環1-1 みどりの保全・活用
環1-2 みどりの空間の創出
環2-2 循環型社会の構築

中

笑1-3 障害者福祉の充実（重↓）
笑1-4 社会保障制度の運営
笑1-5 暮らしの相談機能の充実
笑2-3 障害者の社会参加の拡大
環2-1 地球温暖化対策の推進
安1-1 住みやすい住環境の整備（満↑）

低
活1-2 新産業の育成
活2-1 まちの魅力の創造

み1-1 市民主体のまちづくりの推進
み1-2 協働のまちづくりの推進
み2-1 人権と平和の尊重
み2-2 国際化の推進
み2-3 男女平等参画社会の推進
創2-2 生涯スポーツ・レクリエーション
      活動の推進（満↓）
創2-3 文化芸術活動の振興（満↓）
笑1-1 地域福祉の推進（重↓）
笑2-2 高齢者の社会活動や生きがいづくり
      の充実（重↓）
活1-1 産業の振興

創2-1 生涯学習環境の充実と主体的な
      学びの促進(満↑)

満足度

重
要
度

低 中 高

高
安1-2 道路・交通網の整備
安2-1 災害に強いまちづくり
安2-3 危機管理体制の整備

み3-2 健全な自治体の経営
創1-1 子どもの参画の推進
創1-2 子育て支援の促進
創1-3 学校教育の充実
笑1-2 高齢者福祉の充実
笑1-3 障害者福祉の充実
笑2-1 健康づくりの推進
安2-2 防犯・交通安全の推進

環1-1 みどりの保全・活用
環1-2 みどりの空間の創出
環2-2 循環型社会の構築
環2-3 生活環境の維持

中 安1-1 住みやすい住環境の整備

笑1-1 地域福祉の推進
笑1-4 社会保障制度の運営
笑1-5 暮らしの相談機能の充実
笑2-2 高齢者の生きがいづくりの充実
笑2-3 障害者の社会参加の拡大
環2-4 地球温暖化対策の推進

み3-1 開かれた市政の推進
創2-2 学習活動の推進

低
活1-2 新産業の育成
活2-1 まちの魅力の創造

み1-1 市民主体のまちづくりの推進
み1-2 協働のまちづくりの推進
み2-1 人権と平和の尊重
み2-2 国際化の推進
み2-3 男女平等参画社会の推進
創2-1 生涯学習環境の充実
環2-1 環境意識の向上
活1-1 産業の振興

創2-3 生涯スポーツ・レクリエーション
      活動の推進
創2-4 文化芸術活動の振興

満足度

重
要
度
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２．満足度・重要度の経年変化 

各施策の市民意識に関する経年変化は以下のとおりです。この表で示す満足

度・重要度とは、市民意識調査の施策項目ごとの「満足（重要）」、「やや満足（や

や重要）」、「やや不満（あまり重要でない）」、「不満（重要でない）」の回答結果

を加重平均により補正した数値です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 13 満足度・重要度の経年変化  

満足度
３段階

評価
満足度

３段階評

価
重要度

３段階

評価
重要度

３段階

評価

↑ 0.01 0.02 ↓ 1.12 1.10

み1-1 市民主体のまちづくりの推進 ↑ 0.05 中 0.06 中 ↓ 0.64 低 0.54 低

み1-2 協働のまちづくりの推進 ↑ -0.02 中 0.00 中 ↓ 0.64 低 0.60 低

み2-1 人権と平和の尊重 ↑ 0.06 中 0.08 中 ↑ 0.97 低 1.00 低

み2-2 国際化の推進 ↑ 0.00 中 0.03 中 ↑ 0.72 低 0.76 低

み2-3 男女平等参画社会の推進 ↑ 0.00 中 0.02 中 ↑ 0.83 低 0.90 低

み3-1 開かれた市政の推進 ↓ 0.31 高 0.27 高 ↑ 1.14 中 1.22 高

み3-2 健全な自治体の経営 ↓ -0.03 中 -0.07 中 ↑ 1.32 高 1.33 高

創1-1 子どもの参画の推進 ↓ 0.02 中 0.01 中 ↓ 1.25 高 1.21 高

創1-2 子育て支援の拡充 ↑ -0.04 中 -0.01 中 ↑ 1.39 高 1.40 高

創1-3 学校教育の充実 ↑ -0.03 中 0.01 中 ↓ 1.37 高 1.35 高

創2-1
生涯学習環境の充実と
主体的な学びの促進

↑ 0.07 中 0.15 高 ↓ 0.98 低 0.96 低

創2-2
生涯スポーツ・
レクリエーション活動の推進

↓ 0.12 高 0.02 中 ↓ 0.96 低 0.91 低

創2-3 文化芸術活動の振興 ↓ 0.23 高 0.11 中 ↓ 0.81 低 0.75 低

笑1-1 地域福祉の推進 → 0.04 中 0.04 中 ↓ 1.14 中 0.99 低

笑1-2 高齢者福祉の充実 ↑ 0.03 中 0.05 中 ↓ 1.35 高 1.32 高

笑1-3 障害者福祉の充実 ↑ 0.02 中 0.03 中 ↓ 1.25 高 1.20 中

笑1-4 社会保障制度の運営 ↑ -0.02 中 0.01 中 ↓ 1.21 中 1.19 中

笑1-5 暮らしの相談機能の充実 ↑ 0.05 中 0.06 中 ↑ 1.09 中 1.10 中

笑2-1 健康づくりの推進 ↑ 0.07 中 0.08 中 ↓ 1.26 高 1.23 高

笑2-2
高齢者の社会活動や
生きがいづくりの充実

↓ 0.00 中 -0.01 中 ↓ 1.08 中 0.98 低

笑2-3 障害者の社会参加の拡大 → -0.02 中 -0.02 中 ↓ 1.14 中 1.09 中

環1-1 みどりの保全・活用 ↑ 0.27 高 0.32 高 ↓ 1.23 高 1.21 高

環1-2 みどりの空間の創出 ↑ 0.17 高 0.25 高 → 1.33 高 1.33 高

環2-1 地球温暖化対策の推進 ↓ 0.07 中 0.00 中 ↓ 1.13 中 1.04 中

環2-2 循環型社会の構築 ↓ 0.35 高 0.33 高 ↓ 1.39 高 1.37 高

環2-3 生活環境の維持 ↓ 0.13 高 0.10 中 ↓ 1.35 高 1.31 高

安1-1 住みやすい住環境の整備 ↑ -0.12 低 -0.05 中 ↑ 1.11 中 1.13 中

安1-2 体系的な道路網の整備 ↑ -0.45 低 -0.42 低 → 1.39 高 1.39 高

安1-3
人と環境にやさしい
交通環境の整備

↑ -0.45 低 -0.22 低 ↓ 1.39 高 1.29 高

安2-1
災害や地域の危機に強い
まちづくりの推進

↑ -0.12 低 -0.06 中 → 1.52 高 1.52 高

安2-2 防犯・交通安全の推進 ↑ -0.08 中 -0.04 中 ↓ 1.37 高 1.31 高

活1-1 産業の振興 ↑ -0.03 中 -0.01 中 ↓ 0.98 低 0.94 低

活1-2 新産業の育成 → -0.12 低 -0.12 低 ↓ 0.77 低 0.75 低

活2-1 まちの魅力の創造 ↑ -0.21 低 -0.19 低 ↓ 0.90 低 0.86 低

：三段階評価が上昇 ：三段階評価が下降

H29
/
R3

H29 R3 H29
/
R3

H29 R3

全体

施策名

満足度 重要度
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３．分析結果 

(1) 全般的な傾向 

   満足度については、全 34 施策中 22 施策について前回調査時よりも上昇して

おり、前回調査時よりも下降しているのは９施策という結果でした。満足度ポ

イントの平均値の比較では、平成 29 年度は 0.01 ポイントであったのに対し、

令和３年度は 0.02 ポイントであり、全体として、満足度は上昇しています。 

   重要度については、全 34 施策中８施策について前回調査時よりも上昇してお

り、23 施策について前回調査時よりも下降しているという結果でした。重要度

ポイントの平均値の比較では、平成 29年度は 1.12ポイントであったのに対し、

令和３年度は 1.10 ポイントであり、全体として、重要度は下降しています。 

 

(2) 施策分野ごとの満足度・重要度の分布状況 

   満足度・重要度を、第２次総合計画（後期基本計画）における６つの施策分

野ごとに分類すると以下のとおりです。 

施策分野 
満足度 重要度 

高 中 低 高 中 低 

みんなでつくるまちづくり（７施策） 1 6 0 2 0 5 

創造性の育つまちづくり（６施策） 1 5 0 3 0 3 

笑顔で暮らすまちづくり（８施策） 0 8 0 2 4 2 

環境にやさしいまちづくり（５施策） 3 2 0 4 1 0 

安全で快適に暮らすまちづくり（５施策） 0 3 2 4 1 0 

活力と魅力あるまちづくり（３施策） 0 1 2 0 0 3 

計 5 25 4 15 6 13 

図表 14 満足度・重要度の施策分野別の状況 

 

◆ みんなでつくるまちづくり 

満足度は「高」～「中」に分布しており、重要度は「高」と「低」に分布し

ていることから、市民意識としては、本施策分野に対するこれまでの取組には

一定の評価を得ており、施策によっては今後も重要であるとの認識が表れてい

るものと考えられます。 

前回調査時と比較すると、満足度、重要度ともに７施策中５施策が上昇して

います。 

中でも、「開かれた市政の推進」は満足度が下降しているものの、今回調査

でも「高」であるため、施策に投入するコストについて、効率化の観点から検

討する必要があります。一方で、「開かれた市政の推進」及び「健全な自治体

の経営」は重要度が上昇し、今回調査では「高」であるため、施策内容の拡充

について検討する必要があります。 
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◆ 創造性の育つまちづくり 

満足度は「高」～「中」に分布しており、重要度は「高」と「低」に分布し

ていることから、市民意識としては、本施策分野に対するこれまでの取組には

一定の評価を得ており、施策によっては今後も重要であるとの認識が表れてい

るものと考えられます。 

前回調査時と比較すると、満足度は６施策中３施策が上昇しており、重要度

は５施策が下降しています。 

中でも、「生涯学習環境の充実と主体的な学びの促進」は満足度が上昇し、「高」

となっていることから施策に投入するコストについて、効率化の観点から検討

する必要があります。また、「子育て支援の拡充」は重要度が上昇し、今回調

査でも「高」であるため、施策内容の拡充について検討する必要があります。 

 

 

◆ 笑顔で暮らすまちづくり 

満足度はすべて「中」に分布しており、重要度も主に「中」に分布している

ことから、市民意識としては、本施策分野に対して一定の評価を得ているもの

と考えられます。 

前回調査時と比較すると、満足度は８施策中５施策が上昇しており、重要度

は７施策が下降しています。 

重要度が下降しているものの、「高齢者福祉の充実」「健康づくりの推進」は

引き続き重要度が「高」であるため、施策内容の拡充について検討する必要が

あります。 

 

 

◆ 環境にやさしいまちづくり 

満足度及び重要度は、主に「高」に分布していることから、市民意識として

は、本施策分野に対して比較的高い評価を得ているものと考えられます。 

前回調査時と比較すると、満足度は５施策中３施策が下降しており、重要度

は４施策が下降しています。 

中でも、「地球温暖化対策の推進」は、満足度が大きく下降しており、今回

調査でも「中」であるため、施策に投入するコストの重点化について検討する

必要があります。また、「みどりの空間の創出」は、重要度が維持されつつ、

引き続き「高」であるため、施策内容の拡充について検討する必要があります。 
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◆ 安全で快適に暮らすまちづくり 

満足度は「中」～「低」に分布している一方で、重要度は主に「高」に分布

しています。市民意識としては、本施策分野に対するこれまでの取組の成果に

は満足を得られていないものの、ニーズの強い分野であると考えられます。 

前回調査時と比較すると、満足度については５施策全てで上昇しており、重

要度については「住みやすい住環境の整備」のみが上昇しています。 

中でも「体系的な道路網の整備」「人と環境にやさしい交通環境の整備」は

満足度が上昇しているものの、引き続き「低」であることから施策に投入する

コストの重点化について検討する必要があります。また、「体系的な道路網の

整備」「災害や地域の危機に強いまちづくりの推進」は重要度が維持されつつ、

引き続き「高」であるため、施策内容の拡充について検討する必要があります。 

 

 

◆ 活力と魅力あるまちづくり 

満足度は「中」から「低」に分布しており、重要度は全て「低」に分布して

いることから、市民意識としては、これまでの取組に対する満足があまり得ら

れておらず、重要性が実感として伝わっていない分野であると考えられます。 

前回調査時と比較すると、満足度については３施策中２施策で上昇しており、

重要度は全て下降しています。 

中でも、「新産業の育成」は満足度が「低」かつ前回からの上昇も見られな

いことから、コストの重点化について検討する必要があります。また、施策分

野全体として、重要度が「低」かつ前回から下降していることから、施策内容

の見直しについて検討する必要があります。 
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第４章 施策評価実施結果 

１．評価結果概要 

市民意識調査の満足度・重要度、施策目標の達成状況や社会経済情勢の変化を

捉えた３つのポイント（６ページ）等を踏まえ、行革本部評価（総合評価）を行

い、施策実施方針の９モデル（10 ページ）に整理しました。なお、本評価は、第

３次総合計画の策定に向けた基礎資料の一つとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 15 令和４年度施策評価行革本部評価（総合評価）結果一覧 

  

重点化 現状維持 効率化

【Ⅰ】
成果の向上を図るため、

コストの重点化を行う施策領域

【Ⅱ】
成果の向上を図りつつ、

コストは現状維持する施策領域

【Ⅲ】
成果の向上を図りつつ、

コストを抑制する施策領域

み3-1 開かれた市政の推進

創1-1 子どもの参画の推進

環2-1 地球温暖化対策の推進

み3-2 健全な自治体の経営

創1-2 子育て支援の拡充

創1-3 学校教育の充実

環1-1 みどりの保全・活用

環1-2 みどりの空間の創出

安1-2 体系的な道路網の整備

安2-1 災害や地域の危機に強いまちづくりの推進

安2-2 防犯・交通安全の推進

※該当する施策なし

【Ⅳ】
成果を維持するため、

コストの重点化を行う施策領域

【Ⅴ】
成果を維持しつつ、

コストも現状維持する施策領域

【Ⅵ】
成果を維持しながら、

コストを抑制する施策領域

※該当する施策なし

み1-1 市民主体のまちづくりの推進
み1-2 協働のまちづくりの推進
み2-1 人権と平和の尊重
み2-2 国際化の推進
み2-3 男女平等参画社会の推進
創2-1 生涯学習環境の充実と主体的な学びの促進
創2-3 文化芸術活動の振興
笑1-1 地域福祉の推進
笑1-2 高齢者福祉の充実
笑1-3 障害者福祉の充実
笑1-5 暮らしの相談機能の充実
笑2-1 健康づくりの推進
笑2-2 高齢者の社会活動や生きがいづくりの充実
笑2-3 障害者の社会参加の拡大
環2-2 循環型社会の構築
環2-3 生活環境の維持

安1-1 住みやすい住環境の整備

安1-3 人と環境にやさしい交通環境の整備

活1-1 産業の振興

活1-2 新産業の育成

笑1-4 社会保障制度の運営

【Ⅶ】
内容の見直しを図りつつ、

コストの重点化を行う施策領域

【Ⅷ】
内容の見直しを図りつつ、

コストは現状維持すべき施策領域

【Ⅸ】
内容の見直しを図り、

コストを抑制すべき施策領域

※該当する施策なし
創2-2 生涯ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の推進

活2-1 まちの魅力の創造
※該当する施策なし

施策実施コストの方向性

施
策
内
容
の
方
向
性

拡
充

現
状
維
持

絞
込
み
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２．評価結果詳細 

(1) 施策実施方針Ⅰ 

「成果の向上を図るため、コストの重点化を行う施策領域」【３施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(2) 施策実施方針Ⅱ 

「成果の向上を図りつつ、コストは現状維持する施策領域」【８施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(3) 施策実施方針Ⅲ 

「成果の向上を図りつつ、コストを抑制する施策領域」【０施策】 

 

(4) 施策実施方針Ⅳ 

「成果を維持するため、コストの重点化を行う施策領域」【０施策】 

 

  

満足度 重要度 施策内容 実施コスト 施策内容 実施コスト

H29 高 中 現状維持 現状維持 現状維持 効率化

R4 高 高 拡充 重点化 拡充 重点化

H29 中 高 拡充 現状維持 拡充 現状維持

R4 中 高 拡充 重点化 拡充 重点化

H29 中 中 現状維持 現状維持 現状維持 効率化

R4 中 中 拡充 重点化 拡充 重点化

環
2-1 地球温暖化対策の推進

創
1-1 子どもの参画の推進

み
3-1 開かれた市政の推進

施策名
評価
年度

市民意識調査結果 一次評価 行革本部評価

満足度 重要度 施策内容 実施コスト 施策内容 実施コスト

H29 中 高 拡充 現状維持 拡充 効率化

R4 中 高 拡充 効率化 拡充 現状維持

H29 中 高 拡充 重点化 拡充 重点化

R4 中 高 拡充 重点化 拡充 現状維持

H29 中 高 拡充 重点化 現状維持 現状維持

R4 中 高 拡充 重点化 拡充 現状維持

H29 高 高 拡充 効率化 現状維持 効率化

R4 高 高 拡充 重点化 拡充 現状維持

H29 高 高 拡充 現状維持 拡充 効率化

R4 高 高 拡充 重点化 拡充 現状維持

H29 低 高 現状維持 現状維持 現状維持 重点化

R4 低 高 拡充 重点化 拡充 現状維持

H29 低 高 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

R4 中 高 拡充 現状維持 拡充 現状維持

H29 中 高 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

R4 中 高 拡充 現状維持 拡充 現状維持

一次評価 行革本部評価

み
3-2 健全な自治体の経営

施策名
評価
年度

市民意識調査結果

環
1-2 みどりの空間の創出

環
1-1 みどりの保全・活用

創
1-2 子育て支援の拡充

創
1-3 学校教育の充実

安
2-1

災害や地域の危機に強いまちづくり
の推進

安
2-2 防犯・交通安全の推進

安
1-2 体系的な道路網の整備
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 (5) 施策実施方針Ⅴ 

「成果を維持しつつ、コストも現状維持する施策領域」【20 施策】 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足度 重要度 施策内容 実施コスト 施策内容 実施コスト

H29 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

R4 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

R4 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

R4 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

R4 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 効率化

R4 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

R4 高 低 現状維持 重点化 現状維持 現状維持

H29 高 低 現状維持 現状維持 現状維持 効率化

R4 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 中 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

R4 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 高 拡充 重点化 拡充 現状維持

R4 中 高 拡充 重点化 現状維持 現状維持

H29 中 高 拡充 現状維持 拡充 効率化

R4 中 中 拡充 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 中 現状維持 現状維持 現状維持 効率化

R4 中 中 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 高 拡充 現状維持 拡充 効率化

R4 中 高 拡充 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 中 拡充 現状維持 拡充 効率化

R4 中 低 拡充 重点化 現状維持 現状維持

H29 中 中 拡充 現状維持 拡充 現状維持

R4 中 中 拡充 現状維持 現状維持 現状維持

H29 高 高 現状維持 現状維持 現状維持 効率化

R4 高 高 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 高 高 現状維持 現状維持 現状維持 効率化

R4 中 高 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 低 中 拡充 重点化 現状維持 現状維持

R4 中 中 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 低 高 現状維持 現状維持 現状維持 重点化

R4 低 高 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

R4 中 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

H29 低 低 現状維持 現状維持 現状維持 重点化

R4 低 低 現状維持 現状維持 現状維持 現状維持

み
1-1 市民主体のまちづくりの推進

施策名
評価
年度

市民意識調査結果 一次評価 行革本部評価

み
1-2 協働のまちづくりの推進

み
2-1 人権と平和の尊重

み
2-2 国際化の推進

創
2-1

生涯学習環境の充実と主体的な学び
の促進

創
2-3 文化芸術活動の振興

み
2-3 男女平等参画社会の推進

笑
1-1 地域福祉の推進

笑
1-2 高齢者福祉の充実

笑
1-3 障害者福祉の充実

笑
2-2

高齢者の社会活動や生きがいづくり
の充実

笑
2-3 障害者の社会参加の拡大

笑
1-5 暮らしの相談機能の充実

笑
2-1 健康づくりの推進

環
2-3 生活環境の維持

安
1-1 住みやすい住環境の整備

環
2-2 循環型社会の構築

活
1-1 産業の振興

活
1-2 新産業の育成

安
1-3 人と環境にやさしい交通環境の整備
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(6) 施策実施方針Ⅵ 

「成果を維持しながら、コストを抑制する施策領域」【１施策】  

 

 

 

(7) 施策実施方針Ⅶ 

「内容の見直しを図りつつ、コストの重点化を行う施策領域」【０施策】  

 

(8) 施策実施方針Ⅷ 

「内容の見直しを図りつつ、コストは現状維持すべき施策領域」【２施策】 

 

  

 

 

 

(9) 施策実施方針Ⅸ 

「内容の見直しを図り、コストを抑制すべき施策領域」【０施策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足度 重要度 施策内容 実施コスト 施策内容 実施コスト

H29 中 中 現状維持 現状維持 現状維持 効率化

R4 中 中 現状維持 現状維持 現状維持 効率化

笑
1-4 社会保障制度の運営

施策名
評価
年度

市民意識調査結果 一次評価 行革本部評価

満足度 重要度 施策内容 実施コスト 施策内容 実施コスト

H29 高 低 現状維持 現状維持 拡充 現状維持

R4 中 低 現状維持 現状維持 絞込み 現状維持

H29 低 低 現状維持 現状維持 現状維持 重点化

R4 低 低 現状維持 現状維持 絞込み 現状維持

活
2-1 まちの魅力の創造

創
2-2

生涯スポーツ・レクリエーション活動の
推進

施策名
評価
年度

市民意識調査結果 一次評価 行革本部評価
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３．施策評価シートの内容について 

  施策評価シートへの記載方法

【施策の概要】

【施策の成果】 ※( )付の実績値及び達成率は新型コロナウイルス感染症の影響があると考えられます。

年度 28 29 30 元 2 3

名称 目標値 単位

実績値

達成率

名称 目標値 単位

実績値

達成率

名称 目標値 単位

実績値

達成率

名称 目標値 単位

実績値

達成率

名称 目標値 単位

【10】

※
実績値

達成率

名称 目標値 単位

実績値

達成率

名称 目標値 単位

実績値

達成率

名称 目標値 単位

実績値

達成率

指

標

８
説

明

指

標

７
説

明

指

標

６
説

明

指

標

５
説

明

達成率の平均値

説

明

指

標

４

説

明

指

標

３
説

明

指

標

２

説

明

留意すべき点(国都などの制度の変化・社会環境の変化・その他制約条件)【9】

成

果

指

標

指

標

１

施策全体の課題【8】

施策

施策の目標【7】

施策No【3】 施策名【4】 分野【5】 まちづくりの方向性【6】

作成課長【1】

主管課(関係課)【2】

第２次総合計画・後期基本計画に記載されている内容を記載

第２次総合計画・後期基本計画に記載されている内容を記載

第２次総合計画・後期基本計画策定後から評価年度の間における制度、

社会状況の変化など事実に関することを記載

第２次総合計画・後期基本計画に掲載されている内容のうち、次の内容を記載

◇名 称 ：施策の成果を示す指標名

◇説 明 ：指標設定の理由、目標の根拠

◇目標値：令和５年度目標値
◇実績値：指標に対応する実績値

◇達成率：目標に対する実績値の割合
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【市民意見】【11】

【一次評価】

【一次評価後の事情変更等】

【行革本部評価】

平成27年度 平成29年度 令和３年度

満足度(％) 満足度(％) 満足度(％)

満足度

(平均ポイント)

満足度

(平均ポイント)

満足度

(平均ポイント)

重要度(％) 重要度(％) 重要度(％)

重要度

(平均ポイント)

重要度

(平均ポイント)

重要度

(平均ポイント)

検

証

項

目

施策の

成果と課題

施策成果の

目標達成状況【12】
　□まだ未達成　　□ほぼ達成　□目標を大きく上回る

意識調査での満足度

【13】
　□平均を下回る　□ほぼ平均　□平均を上回る

施策の成果と課題

（取組成果や目標達成に向け

た課題、成果向上・コスト削減

策等）

【14】

検

証

項

目

今後の方針

施策の重要性の変化

【15】
 □弱くなっている　□以前と同程度　□強くなっている

意識調査での重要度

【16】
 □平均を下回る　　□ほぼ平均　　　□平均を上回る

今後の方針

（具体的な事務事業を示しな

がら）【17】

総

合

評

価

施策内容の

方向性【18】

説明【21】

　　□ 拡充　　　　□ 現状維持　　　　□ 絞込み

施策実施コストの

方向性【19】
　　□ 重点化　　　□ 現状維持　　　　□ 効率化

施策実施

方針【20】

施策内容の

方向性【22】
　　□ 拡充　　　　□ 現状維持　　　　□ 絞込み

施策実施コストの

方向性【23】
　　□ 重点化　　　□ 現状維持　　　　□ 効率化

総

合

評

価

施策実施

方針【25】

判断理由等

【24】

各年次の市民意識調査で、施策ごとの

「満足、やや満足」「重要、やや重要」の
合計値として算出しています。

【19】へ

【18】へ

【15】【16】より

【12】【13】より

市民意識調査において、当該施策に関する分野の満足している

（重要と思っている）人の割合
平均ポイントは、満足度（重要度）をポイント換算して数値化
したもの

【10】成果指標の達成率と事業の推進状況を勘案して判定

これまで施策を実施してきたことの成果について「事実」と施策主管課として
判断した「課題」についてを記載

【11】市民意見の
当該施策の満足度
や重要度の平均値
と全ての施策の満
足度の平均を基に
±0.1ポイントの範
囲内を基準に判定

【14】施策の成果と課題や【9】留意すべき点などを勘案し、施策主管課とし
ての「今後の方針」を記載

【18】施策内容の方向性と【19】施策実施コストの方向性をかけあわせて９モデルのうちから判定

一次評価後から行革本部評価の間における社会状況の変化や相当の事情変更などに関することを記載

【9】留意すべき点を踏まえて、情勢の変化を判定。基準は第２次総合計画

後期基本計画策定時と比較

-25-



 

 

  

【施策内の主要事務事業貢献度判定】

事業の合計

名称【26】 担当課【27】 概要【28】

第２次総合計画
後期基本計画に掲載
されている「主要事
務事業」を記載

事務事業の担当
課名称を記載 事務事業の目的、実施方法等の事業概要を簡潔に記載

-26-



 

 

 

事業費 人件費

貢献度

【32】

総コスト(千円)

　：評価年度【29】 事務事業

の評価

(直近)

【30】

施策における位置付け【31】

事業費：
令和４年度の予算額を記
載

人件費：
事業の所要人員×令和３
年度（評価実施前年度）
平均給与＋会計年度任用
職員賃金等

※当該事務事業が他の事
務事業で実施している場
合は｢（事業名）で実施｣
と記載

施策目標の達成に向けて、当該事務事業
がどのような点で貢献しているか、どの
ような効果が見込まれるかについて、事
業目的などを参考に簡潔に記載

当該事務事業又は関連する事業の直近
の事務事業評価結果を記載

当該事務事業の施
策目標への貢献度
を３段階で判定し
記載

-27-



28 29 30 2 3

18,885 19,177 19,181 20,135 19,767 20,090

94% 95% 95% 100% 98% 100%

83 83 86 (75) (72)

83% 83% 86% (75%) (72%)

15,260 16,063 15,813 (4,482) (5,482)

85% 89% 88% (25%) (30%)

3,424 3,051 2,731 (950) (1,025)

86% 76% 68% (24%) (26%)

50%/47% 50%/57% 75%/88% 75%/100% 75%/116%

24,032 23,543 20,302 (12,920) (17,501)

96% 94% 81% (52%) (70%)

246,974 240,833 207,011 (93,024) (137,074)

99% 96% 83% (37%) (55%)

504 515 513 (444) (431)

72% 74% 73% (63%) (62%)

94% 79% 79% 82% 61% 67%

20,186

18,000

4,000

250,000

100

25,000

700

,

49.5%

0.52

18.2%12.1% 17.3%

0.54

0.02 0.05

54.2%

0.64

0.06

55.6%

19

18

15 16

12 13



1,884 0 1,884

19,492 5,000 14,492 A

23,837 22,577 1,260 A

45,213 27,577 17,636



28 29 30 2 3

133 143 145 156 (87) (98)

83% 89% 91% 98% (54%) (61%)

83% 89% 91% 98% 54% 61%

160

9.2%

-0.04 -0.02

14.6%

52.0%

0.64

13.3%

0.00

56.0%

0.60

47.4%

0.51

19

18

15 16

12 13



1,815 3 1,812 A

1,783 334 1,449 B

8,892 1,646 7,246 A

24,026 16,780 7,246 A

36,516 18,763 17,753



28 29 30 2 3

1,571 1,705 1,197 1,203 ( 0) (15)

90% 97% 68% 69% ( 0%) ( 1%)

19.5 19.7

79% 80%

90% 88% 68% 69% 0% 40%

24.6

1,750

19.5%14.4%

0.02 0.06

63.5%

0.97

19.7%

0.08

71.3%

1.00

60.8%

0.85

19

18

15 16

12 13



2,389 578 1,811 A

6,737 1,303 5,434 A

9,126 1,881 7,245



28 29 30 2 3

298 311 310 353 (317) (322)

65% 68% 68% 78% (70%) (71%)

40 41 52 52 56 61

75% 77% 98% 98% 106% 115%

70% 73% 83% 88% 88% 93%

455

53

52.7%

0.60

11.3%

0.02 0.00

56.5%

0.72

14.5%

0.03

63.7%

0.76

14.0%

19

18

15 16

12 13



9,670 6,047 3,623 A

A

9,670 6,047 3,623



28 29 30 2 3

16.0 16.0

81% 81%

16 17 18 19 19 20

70% 74% 78% 83% 83% 87%

493 447 469 (386) (360)

90% 81% 85% (70%) (65%)

1.3

43%

70% 72% 80% 84% 76% 78%

23

19.8

550

3.0

16.0%12.5%

0.00 0.00

59.6%

0.83

16.0%

0.02

67.7%

0.90

56.2%

0.71

19

18

15 16

12 13



17,602 10,356 7,246 A

26,533 19,287 7,246 A

44,135 29,643 14,492



28 29 30 2 3

16,933,000 20,117,465 24,466,074 21,846,524 (28,645,923) (34,004,892)

80% 95% 116% 103% (136%) (161%)

10 13 13 14 14

29% 38% 38% 41% 41%

29,637 36,041 43,798 75,130 102,701

38% 46% 56% 96% 132%

4 4 4 5 7

20% 20% 20% 25% 35%

5 5 6 6

36% 36% 43% 43%

80% 46% 51% 51% 68% 82%

21,123,000

78,000

14

20

34

70.1%

1.08

39.6%

0.31 0.31

71.7%

1.14

44.5%

0.27

80.2%

1.22

42.0%

19

18

15 16

12 13



25,557 11,065 14,492 A

867,735 860,173 7,562 A

17,283 3,106 14,177 A

3,618 1,727 1,891 B

72 0 72

193,517 135,803 57,714 A

1,107,782 1,011,874 95,908



28 29 30 2 3

95.8 95.1 95.3 95.1 (94.0) (89.5)

94% 95% 94% 95% (96%) (101%)

72.7 73.3 67.4 (62.8)

91% 92% 84% (79%)

94% 93% 93% 89% 87% 101%

90.0

80.0

17.4%

-0.07

72.0%

1.25

73.3%

1.32

19.7%

-0.07

79.8%

1.33

20.6%

-0.03

19

18

15 16

12 13



7,694 448 7,246 A

7,477 231 7,246 A

267,562 257,418 10,144 B

21,744 6 21,738 A

A

153,349 151,900 1,449 B

43,903 43,251 652 B

31,593 17,101 14,492 A

533,322 470,355 62,967



28 29 30 2 3

20,826 19,027 15,032 (3,468) (3,978)

94% 86% 68% (16%) (18%)

35.0 31.8

74% 67%

34 51 77

49% 73% 110%

84% 86% 58% 44% 65%

22,075

70

47.2

71.4%

1.17

73.8%

1.25

77.6%

1.21

23.0%14.4%

-0.10 0.02

21.0%

0.01

19

18

15 16

12 13



46,837 15,383 31,454 A

140 140 0 B

4,465 4,465 0 B

0 0 0 B

12,330 12,330 0 B

50,239 15,220 35,019 B

141,559 43,732 97,827 A

9,766 1,499 8,267 B

190,537 71,409 119,128 A

9,231 6,276 2,955 B

64,043 40,989 23,054 B

529,147 211,443 317,704



28 29 30 2 3

38.5 35.3

84% 77%

154 146 129 108 97 36

12% 26% 34% 75%

122.5 124.0 122.8 128.2 128.5

99% 100% 96% 95%

1.28 1.21 1.24 1.23 1.19

95% 97% 96% 93%

90% 69% 74% 74% 83%

0

45.6

21.6%

-0.01

81.2%

1.40

21.3%14.6%

-0.10 -0.04

76.5%

1.39

73.6%

1.31

19

18

15 16

12 13



68,818 67,593 1,225

0 0 0 B

2174 0 2,174 A

12,823 7,026 5,797 B

0 0 0 B

21,354 10,422 10,932 A

77,416 65,717 11,699 A

85,993 45,228 40,765 A

268,578 195,986 72,592



28 29 30 2 3

245 244 250 281 (240) (200)

91% 91% 93% 105% (90%) (75%)

46.6
38.9

42.8
40.7

43.9
40.4

90% 92% 91%

54.2
55.7

55.2
56.7

54.3
56.8

(44.5)
(45.5)

95% 97% 96% (78%)

42.1
50.0

42.2
50.8

41.3
50.4

(39.6)
(46.5)

94% 95% 93% (88%)

1,201 1,203 1,380 (3,261) (3,058)

96% 96% 110% (261%) (245%)

3 3 5 6 7

50% 83% 100% 117%

91% 93% 87% 96% 150% 120%

6

1,250

268

14.2%

-0.09 -0.03

76.4%

1.37

21.5%

0.01

80.6%

1.35

73.7%

1.30

20.3%

19

18

15 16

12 13



9,233 3,435 5,798 A

0 0 0 B

0 0 0 A

254,272 254,272 0 A

260,876 260,876 0 A

135,976 135,976 0 A

30,871 28,697 2,174 A

71,543 67,920 3,623 A

6,641 6,641 0 A



105,466 52,534 52,932 A

134,482 117,968 16,514 A

6,401 4,952 1,449 B

45,915 43,017 2,898 B

19,908 12,662 7,246 A

1,081,584 988,950 92,634



28 29 30 2 3

24,785 22,292 19,560 (4,803) (7,675)

99% 89% 78% (19%) (31%)

910,255 914,749 834,030 (710,777) (705,824)

97% 97% 89% (76%) (75%)

62.8     

97%

98% 93% 84% 47% 53%

65.0

938,700

25,000

66.5%

0.88

20.6%

0.06 0.07

69.1%

0.98

32.9%

0.15

26.0%

73.7%

0.96

19

18

15 16

12 13



0 0 0 A

5,827 2,944 2,883 A

13,450 13,450 0

1,995 240 1,755 A

19,596 7,455 12,141 A

0 0 0

36,288 32,013 4,275 A

4,754 1,638 3,116 A

81,910 57,740 24,170



28 29 30 2 3

756,695 776,313 715,934 (379,525) (488,522)

95% 97% 90% (47%) (61%)

1,953 1,782 2,210 (945) (593)

65% 59% 73% (31%) (20%)

1,416 1,336 1,360 (1,198) (1,248)

83% 79% 80% (71%) (73%)

33.5 (27.8)

87% (73%)

83% 78% 81% 50% 57%

799,651

1,699

38.3

3,017

63.7%

0.78

28.7%

0.11 0.12

69.3%

0.96

27.8%

0.02

72.3%

0.91

33.5%

19

18

15 16

12 13



3,560 2,115 1,445 A

10,945 2,249 8,696 A

92,472 89,573 2,899

9,085 4,737 4,348

116,062 98,674 17,388



28 29 30 2 3

256 605 630 (128) (259)

49% 117% 122% (25%) (50%)

45 53 61 (12) (41)

73% 85% 98% (19%) (66%)

2,472 1,714 2,269 (2,044) (2,236)

82% 57% 76% (68%) (75%)

11,414 12,995 11,203 (2,730)

88% 100% 86% (21%)

3,470 3,189 2,943 (1,263)

99% 91% 84% (36%)

3 4 4 4 4

60% 80% 80% 80% 80%

75% 88% 91% 48% 55%

3,500

62

3,000

13,000

518

5

29.8%

0.20 0.23

35.6%

64.6%

0.81

29.0%

0.11

67.5%

0.75

59.0%

0.65

19

15 16

12 13

18



14,420 7,609 6,811 A

8,857 4,131 4,726 B

440,140 436,780 3,360

181,018 174,927 6,091

6,365 3,731 2,634 B

650,800 627,178 23,622



28 29 30 2 3

358 378 388 (374) (413)

69% 73% 75% (72%) (79%)

65 69 75 (73) (55)

72% 77% 83% (81%) (61%)

1,059 789 888 (1,979) (1,402)

61% 45% 51% (113%) (80%)

67% 65% 70% 89% 74%

520

90

1,749

74.3%

1.12

18.6%

-0.03 0.04

23.3%

72.9%

1.14

20.4%

0.04

74.5%

0.99

19

18

15 16

12 13



81,717 77,558 4,159 A

26,020 25,138 882 A

10,388 10,308 80 A

A

A

31,994 30,293 1,701 A

963 81 882 B

151,082 143,378 7,704



28 29 30 2 3

1,642 1,680 1,695 1,735 (1,796) (1,812)

71% 73% 74% 75% (78%) (79%)

48.4 50.7

83% 87%

152 202 199 (210) (162)

57% 75% 74% (78%) (60%)

78.0 78.1 78.0 (77.9) (78.3)

96% 96% 96% (96%) (96%)

79.2 79.0 79.1 (78.7) (78.4)

105% 105% 105% (105%) (104%)

71% 83% 87% 87% 89% 85%

81.2

2,300

58.4

269

75.3

80.3%

19.7%

-0.03 0.03

23.6%

78.2%

1.351.35

21.8%

0.05

83.1%

1.32

19

18

15 16

12 13



3,874 1,700 2,174 B

5,797 0 5,797 B

B

316,012 300,795 15,217 A

372,200 372,200 0 B

10,145 5,386 4,759 A

12,755 10,235 2,520 B

720,783 690,316 30,467



28 29 30 2 3

176 200 215 234 242 294

56% 63% 68% 74% 77% 93%

302 314 313 (315) (297)

97% 101% 101% (102%) (96%)

12,990 12,628 13,070 (6,524) (7,686)

98% 95% 98% (49%) (58%)

10,163 12,268 12,004 (9,244) (11,990)

98% 118% 115% (89%) (115%)

301 317 313 (280) (330)

45% 48% 47% (42%) (50%)

56% 80% 86% 87% 72% 82%

310

13,300

10,400

316

664

16.7%

0.03

74.8%

1.251.16

73.8%

-0.01 0.02

18.6%14.7%

79.6%

1.20

19

18

15 16

12 13



315 0 315 A

A

163,952 160,802 3,150 A

5,698 3,493 2,205 A

472,417 471,787 630 B

642,382 636,082 6,300



28 29 30 2 3

18.6 17.8

96% 104% 90% (110%) (119%)

91% 104% 90% 110% 101%

21.5

87%

48

43 (53) (57)

83%

46 50

73.4%

1.13

15.7%

-0.03 -0.02

74.0%

1.21

17.8%

0.01

79.0%

1.19

18.6%

19

18

15 16

12 13



B

118,515 91,705 26,810 A

20,873 20,873 0 B

139,388 112,578 26,810



28 29 30 2 3

20.0 19.4

87% 84%

1,170 1,161 1,494 1,405 1,496 1,230

94% 95% 74% 78% 74% 89%

94% 91% 74% 78% 74% 87%

1,100

23.0

20.0%17.0%

0.03 0.05

70.3%

1.09

19.4%

0.06

77.6%

1.10

71.5%

1.03

19

18

15 16

12 13



17,810 17,810 0 A

18,379 11,133 7,246 A

36,189 28,943 7,246



28 29 30 2 3

0% 0% (0%)

1,416 1,019 807 (472) (1,008)

91% 66% 52% (30%) (65%)

25.2 25.2 24.9 (25.3)

105% 105% (112%)

74.3 74.5 74.5 (76.4)

100% 100% (103%)

91% 85% 84% 81% 85%

100% 101% (100%)

13.6 13.0 12.9 (12.1)

1,550

23.6%

0.03 0.07

27.0%

75.8%

1.26

26.7%

0.08

80.7%

1.23

77.0%

1.23

19

18

15 16

12 13



17,318 5,316 12,002 A

230,098 204,484 25,614 A

700 555 145 B

1,191 249 942 B

551,344 543,768 7,576 A

109,811 105,378 4,433 A

6,987 918 6,069 A

12,669 6,727 5,942 A

968 0 968 B

931,086 867,395 63,691



28 29 30 2 3

10,964 10,737 10,556 (4,252) (5,104)

100% 98% 96% (39%) (46%)

231 413 406 (207) (226)

47% 84% 83% (42%) (46%)

73% 91% 89% 40% 46%

11,000

490

0.00

74.1%

0.98

70.5%

1.08

68.4%

0.92

13.9%

-0.08

15.6%

-0.01

18.1%

19

18

15 16

12 13



43,137 42,255 882 A

71,866 68,243 3,623 A

4,490 867 3,623 B

21,966 3,851 18,115 A

23,054 0 23,054 A

164,513 115,216 49,297



28 29 30 2 3

195 225 259 294 333

79% 91% 105% 119% 135%

289 459 484 406

57% 90% 95% 80%

9 19 39 65

11% 24% 49% 81%

57% 85% 66% 70% 60% 80%

80

247

508

11.0%

-0.07 -0.02

69.3%

1.03 1.14

11.9%

-0.02

76.5%

1.09

71.8%

13.8%

19

18

15 16

12 13



41,398 41,083 315 A

3,057 2,742 315 A

25,339 24,394 945 A

69,794 68,219 1,575



.

28 29 30 2 3

960 742 774 827 845 926

108% 83% 87% 93% 95% 104%

32 34 37 36 32

94% 100% 109% 106% 94%

40 40 40 36 35

95% 95% 95% 86% 83%

0 0 2 0 0 0

0% 0% 40% 0% (0%) (0%)

54% 68% 81% 74% 72% 70%

34

890

42

5

76.2%

1.14

76.6%

1.23

43.4%35.5%

0.09 0.27

46.3%

0.32

81.7%

1.21

19

18

15 16

12 13

15 16

12 13



4,835 2,662 2,173 B

1,019 1,019 0 A

2,680 502 2,178 A

9,333 2,812 6,521 B

18,949 8,080 10,869 B

36,816 15,075 21,741



28 29 30 2 3

45.2 48.9

91% 99%

1,986.1 2,028.6 2,093.4 2,163.9 2,211.0 2,243.3

87% 89% 92% 95% 97% 98%

1.82 1.83 1.83 1.82 1.88 1.88

97% 98% 98% 97% 101% 101%

92% 93% 95% 96% 99% 99%

2,279 m

49.5

45.2%40.9%

0.03 0.17

80.1%

1.33

48.9%

0.25

85.6%

1.33

83.4%

1.31

19

18

15 16

12 13



362 0 362 C

22,583 8,091 14,492 B

2,172 0 2,172 B

25,117 8,091 17,026



28 29 30 2 3

1,501 1,623 1,512 (437) (350)

100% 108% 101% (29%) (23%)

5,324 5,514 5,382 5,361

81% 78% 80% 81%

10,990 11,200 11,661 11,045 10,430

86% 85% 82% 86% 91%

84% 88% 90% 89% 60% 23%

t-CO29,505

1,500

4,327 TJ

69.8%

1.00

15.5%

-0.10 0.07

23.5%

72.0%

1.13

18.8%

0.00

74.9%

1.04

19

18

15 16

12 13



0 0 0 A

12,313 5,067 7,246 A

13,785 5,814 7,971 A

34,706 24,562 10,144 A

60,804 35,443 25,361



28 29 30 2 3

549.7 544.4 539.9 538.9 (568.9) (552.5)

96% 97% 98% 98% (93%) (96%)

33.6 33.3 32.8 32.2 32.6 32.5

91% 90% 88% 87% 88% 88%

33,453 33,845 34,047 (34,877) (34,121)

94% 93% 92% (90%) (92%)

18 18 18 18 18

100% 100% 100% 100% 100%

15 10 8 (0) (0)

75% 50% 40% (0%) (0%)

93% 91% 86% 83% 74% 75%

528.1

31,444 g

g

37.1 %

20

18

85.7%

1.37

49.5%51.6%

0.35 0.35

81.9%

1.39

48.2%

0.33

84.6%

1.39

19

18

15 16

12 13



1,795,368 56,304 1,739,064 A

514,580 7,353 507,227 B

870,408 876 869,532 B

3,180,356 64,533 3,115,823



28 29 30 2 3

29.0 25.4

88% 77%

100 93 71 82 91 78

70% 75% 99% 85% 77% 90%

70% 82% 99% 85% 77% 83%

%

70

32.9

29.0%25.1%

0.05 0.13

78.6%

1.35

25.4%

0.10

83.1%

1.31

80.8%

1.32

19

18

15 16

12 13

15 16

12 13



25,592 13,636 11,956 A

25,592 13,636 11,956



28 29 30 2 3

8 9 9 9 9 9

80% 90% 90% 90% 90% 90%

8 10 2 16 10

50% 63% 13% 100% 63%

669 775 787 851 849

100% 86% 85% 79% 79%

1.7 1.9 1.9 2.1 2.1

100% 89% 89% 81% 81%

80% 85% 82% 69% 87% 78%

16

669

1.7 %

10

1.04 1.131.11

26.1%

-0.17 -0.12

32.2%

-0.05

77.6%

29.0%

71.8% 72.5%

19

18

15 16

12 13



45,369 25,080 20,289

62,230 49,999 12,231

19,455 1,340 18,115

21,612 4,584 17,028

148,666 81,003 67,663



28 29 30 2 3

43.1 43.3 43.7 44.4 44.4 48.4

81% 82% 82% 84% 84% 91%

5.7 5.8 5.9 5.9 6.6

77% 78% 80% 80% 89%

81% 79% 80% 82% 82% 90%

53.1 %

7.4 %

25.7%

-0.52 -0.45

28.8%

83.9%

1.39

28.0%

-0.42

86.7%

1.39

83.1%

1.39

19

18

15 16

12 13



894,027 836,059 57,968 A

0 0 0 B

0 0 0 B

0 0 0 A

2,013,383 1,977,153 36,230 A

0 0 0 B

245,613 223,875 21,738 A

34,599 20,107 14,492 A

48,142 33,650 14,492 A

3,235,764 3,090,844 144,920



28 29 30 2 3

2.09 2.18 2.13 ( 1.44) ( 1.66)

96% 100% 98% (66%) (76%)

17,006 17,708 16,658 16,662 16,140

104% 98% 98% 95%

400 400 2,982 3,237 3,237

17% 17% 124% 135% 135%

56% 74% 107% 100% 102%

2.18

2,400 m

25.7%

-0.52 -0.45

28.8%

83.9%

1.39

36.7%

-0.22

84.1%

1.29

83.1%

1.39

19

18

15 16

12 13



188,380 181,134 7,246 A

3,548 1,664 1,884 B

41,600 33,629 7,971 A

0 0 0 B

6,434 5,709 725 B

725 0 725 B

240,687 222,136 18,551



28 29 30 2 3

93 97 99 101 94 94

62% 65% 66% 67% 63% 63%

6,290 5,460 4,709 1,881 (140) (1,122)

63% 55% 47% 19% ( 1%) (11%)

20.2 20.6

84% 86%

62% 68% 57% 43% 32% 53%

%

150

10,000

24.0

-0.12

21.6%

83.0%

1.52

-0.23

17.7% 20.6%

-0.06

87.0%

1.52

83.2%

1.49

19

18

15 16

12 13



42,139 31,995 10,144 A

29,772 25,787 3,985 A

7,072 3,087 3,985 B

2,536 0 2,536 B

1,449 0 1,449 B

23,006 10,688 12,318 A

9,870 7,696 2,174 B

5,157 2,259 2,898 B

48,366 40,758 7,608



169,728 150,888 18,840

8,042 6,592 1,450

65,706 61,358 4,348

9,728 1,000 8,728

422,571 342,108 80,463



28 29 30 2 3

126 106 164 109 79

119% 77% 116% 159%

466 369 381 344 (284) (222)

97% 107% (130%) (166%)

27.4 26.3

88% 84%

88% 108% 92% 123% 137%

31.2 %

27.4%23.6%

-0.19 -0.08

81.7%

1.37

26.3%

-0.04

84.0%

1.31

83.8%

1.39

19

18

15 16

12 13



17,488 10,242 7,246 A

10,063 6,078 3,985 B

27,551 16,320 11,231



28 29 30 2 3

3,841 4,346 4,047 4,978

88% 100% 93% 115%

135.0 130.9 127.3 124.4 121.5

114% 111% 108% 105% 103%

188 200 229 246 262

79% 84% 96% 103% 110%

5,000

97%

171 216 245 245 245

49% 62% 70% 70% 70%

88% 88% 85% 91% 93% 99%

118.3 ha

238

4,346

5,150

351

15.3%

-0.13 -0.03

20.9%

65.5%

0.89

20.4%

-0.01

72.8%

0.94

68.3%

0.98

19

18

15 16

12 13



30,807 26,459 4,348 A

9,333 2,812 6,521 A

12,108 4,862 7,246 A

59,163 54,091 5,072 A

39,308 32,786 6,522 A

2,419 245 2,174 B

153,138 121,255 31,883



28 29 30 2 3

66 86 107 125 149

42% 55% 69% 80% 96%

19 23 27 31 35

39% 47% 55% 63% 71%

360 807 1,138 1,469 1,786

17% 37% 53% 68% 83%

90.0 96.3 97.4 98.7 98.4

100% 107% 108% 110% 109%

49% 62% 71% 80% 90%

2,160

156

49

54.4%

0.65

6.7%

-0.17 -0.12

10.8%

58.7%

0.77

10.2%

-0.12

63.5%

0.75

19

18

15 16

12 13



19,103 12,582 6,521 A

1,477 28 1,449 B

14,303 7,782 6,521 A

34,883 20,392 14,491



28 29 30 2 3

4,839 7,605 8,884 (6,307) (6,632)

97% 152% 178% (126%) (133%)

63.4 64.2

94% 96%

19 18 18 24 17

68% 72% 72% 54% 76%

87% 112% 125% 90% 102%

67.1

5,000

20.1%15.1%

-0.28 -0.21

66.3%

0.90

18.2%

-0.19

69.4%

0.86

63.2%

0.83

19

18

15 16

12 13



3,603 705 2,898 B

5,019 1,868 3,151 C

7,422 2,350 5,072 B

1,449 0 1,449 C

725 0 725 A

5,058 710 4,348 A

0 0 0 C

1,449 0 1,449 B

24,725 5,633 19,092
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